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はじめに 

 

 地球が許容できる環境負荷には限りがあるが、環境保

全と経済活動は拮抗する問題でありながら、そのどちら

か一方を捨てて人間が生活をしていくことはできない。

ステファン・シュミットハイニー、BCSD(1992)は、｢環

境と経済の悪化は、分かちがたく結びついて一つの悪循

環を生みだすこととなる｣と述べている。そのため、持続

可能な開発の必要性が主張されるようになった。持続可

能な開発を目指すために、環境基本法に基づく我が国の

環境基本計画では、環境政策における原則等で環境効率

性が取り上げられている。環境効率を高めれば、一単位

当たりの物の生産やサービスの提供から生じる環境負荷

を減らすことができるので、経済の付加価値が拡大して

も環境負荷の増大を最小限に抑えることが出来る。本研

究の目的は、日本企業における環境効率の取り組みの実

態を明らかにし、環境効率の取り組みを促進させる方法

を提案することにある。 
 
 1．解析データおよび解析方法 

  

 日本企業における環境効率の取り組みの現状を明らか

にするため、2011年度に発刊された CSR報告書、また

はそれに準ずるレポート、更には経済産業省ホームペー

ジの情報から環境効率に取り組んでいるか否かを判断し

た。調査する際には年間売上高 100億円以上、従業員数

1000人以上という条件に限定して、100社分のデータを

集めた。なお、「その産出を投入で除した割合」1)である

という環境効率の概念に基づいて、式として表わされて

いることが確認できた場合に環境効率に取り組んでいる

と判断した。調査項目は環境効率に取り組む企業の業種、

売上高、利益、更には人数規模とし、環境効率の取り組

みの現状を分析した。 
 
 2．結果及び考察 

 

 環境効率に取り組む日本企業は 20 社であった。電気

機器を扱う企業の取り組みが最も多かったが、これは「製

品に関する環境効率指標の標準化に関するガイドライン」

2)が発刊された要因が大きい。しかし、他の業界からも

環境効率に取り組む企業があったので、ガイドライン以

外のインセンティブ要因が存在したことが分かる。また、

環境効率に取り組む企業の 60％が年間売上高 1 兆円以

上、90％が年間利益 100億円以上、従業員数は全ての企

業が 5000 人以上であり、環境効率に取り組む企業は規

模が大きい事を表すものとなった。大企業でも取り組み

が少ない現状であるため、まずは取り組む企業数を増や

すことが環境効率普及の課題である。そこで、ISO14001
の普及背景等を基に、環境効率普及のモデルを提案した。

ISO14001 の普及当初は、電機・電子業界において

ISO9000 に出遅れて国際取引に影響が生じた経験から、

欧州企業との取引に ISO14001 が必要になると予測し、

取得を率先して行ったということが背景にある。これを

参考に、取引に必要な条件として環境効率に取り組んで

いるという実態を示すことが、企業にとっての経済的誘

導要因となる。さらに法により強制的（直接的）に義務

付けることも必要であり、初期段階ではある程度の企業

規模に限定して適合させ、特定の業界に絞り法律を施行

させる必要がある。後に徐々に企業規模、業界を拡大し、

環境効率の取り組みを日本企業に普及させることが合理

的だと判断した。 
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はじめに 

 

ヒートアイランド現象の対策の一つとして、緑地の

微気象緩和作用が期待されている。本研究は、緑地の

微気象緩和効果を、水平方向と鉛直方向という立体的

視点から明らかにすることを目的としたものである。 

 
１．研究方法 

 

１.１. 研究対象地 

研究対象地は、東京都市大学横浜キャンパス(神奈
川県横浜市都筑区)の樹林地とその周辺市街地であり、
調査ルートは、緑地 1(樹林地)を通り、市街地 1、緑地
2(芝生地や樹木がある開けた緑地)、市街地 2とした。 

 
１.２ 調査方法 

調査は 2010年 9月 21 日～22日、2011年 9月 14
日～15日、2012年 9 月 20日～21 日で行い、時間帯
は早朝 4：00～5：00、日中 12：00～13：00、夜間
20：00～21：00 に行った。水平方向は気温、相対湿
度、風向、風速を移動しながら計測した。また、鉛直

方向は気温と相対湿度を、地表面から 0.5m、1.5m、
3m、6m、9mの高さで計測した。 

 
２．調査結果及び考察 

 

2010年から 2012年の気温差を平均して気温分布図
を作成した(図 1～図 3)。気温差は、本学の部室棟屋上
の基準点と調査地点の気温の差とした。 
早朝では、緑地 2の高さ 3m～9mで約 0.5℃～1.0℃

の気温低下が確認できた。また、緑地 2 では高さ 3m
～6m 付近で市街地 1 と市街地 2 の両方向に向かって
冷気がにじみ出していると考えられる。 
日中では、緑地 1 の地表面付近で約 5℃の気温低下

が確認できた。これは、樹冠が日射を遮ったことによ

る効果ではないかと考えられる。 

 夜間では、緑地 2の高さ 3m～6m付近で約 0.5℃～
1℃の気温低下が確認できた。また、鉛直方向の気温
差の変動幅が他の時間帯より小さかった。 
 
おわりに 

 

今後は、微気象緩和効果と樹林構造の関係を明らか

にし、都市内緑地の造成方法の提案を行う。 

 

 
図 1 早朝 4：00の気温分布図

 
図 2 日中 13：00の気温分布図

 
図 3 夜間 21:00の気温分布図 

                         

  

  

  


